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三田社会学第5号(2000)

脳 死 ・臓 器 移 植 問 題 と社 会 的 合 意

Brain death, organ transplant and the social consensus

加藤 英一

1.は じめに

 1997年6月17日 、衆・参両院において「臓器の移植 に関する法律」が可決 された。この法律

の成立に よって、 日本 も脳死 か らの臓 器移植 におけ る新 た な1歩 を踏み出す こ とになったわ

けであ るが、脳 死 ・臓器移植 に関す る問題が これで全 て解 決 されたわけではない。事実 、法律

の施行後 においても、提供臓器の不足(=ド ナーがなか なか現 れない)、意思 表示 カー ドの普及、

脳死判定後の保険の適用 など様 々な問題が残 されている。 しか しこの中で も特 に 日本 において

脳死 を人の死 と見なすか否か、 とい う問題 に関 して明確 な判断が未 だな されていない点 は特 筆

に値す る。

 「臓器の移植 に関す る法律」において も、その第6条 において臓器移植の摘 出対象 を「死体(脳

死 した ものの身体 を含 む)」と規定 してお り1)、 その臓 器の摘 出に当たって は、当該者 の意思が

書面 によって表示 されている上 に2)、 その家族が摘 出 を拒否 しない ことが条件 となっている。

これは1988年 に 日本医師会が「脳死 お よび臓器移植 についての最終報告」の中で述べてい た

「患者 またほそ∂)家族ぷそ乳を入0)死 としそ1承 寺 る姦ら1ま、それを もって社会 的・法 的に人の

死 として扱 って よい もの と考 える」(日本医師会1988:21傍 点 は筆者 による)とい う考 えに沿 う

ものであ り、脳 死 を認 める人 にはそれ を人の死 と認め るとい う見解 を踏襲 した ものである。 こ

れは脳死 ・臓器移植問題 において、脳 死 を人の死 と見 なすのか否 かに関 して社会の レベ ルで そ

の結論を保留 したこ とにほか ならない。

 脳死 を人の死 と見なすのか否か とい う問題 は、人 々の死生観 に もかかわ る問題 である。 それ

故 にこの問題は一部の専 門家だけの ものではな く、万人にとっての問題 となる(河上1987:18)。

また従来の死 とい うものは、心臓拍 動の停止 、自発呼吸の喪失、瞳孔 の散大 とい った徴候 をも

とに した三徴候死3)に よって判断 され るものであ り、 ここでの死その ものは「神」や「自然」そ

して「運命」等に よって決定 される ものであ った。人間は自 らの力で死その もの を決めるこ とは

で きないのであ る。いわば人間にとって外在 的、超越的 なものに よって死が決め られていたの

であ り、人間はあ くまでその際の3つ の徴候 によってそれを判断 していたに過 ぎないのである。

 それに対 して脳死 という状態 は人工的に創 り出された ものであ り、自然による ものではない。

人工呼吸器 によって呼吸 を確保 し、薬物に よって心臓の拍動 を確保 してい るのである。す ると
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この脳死 とい う状態 を人の死 と見 なすのか否か とい う点 に関 して も、人間が 自らこれを決定 し

なければな らな くなるのである。

 この ように脳 死 を巡る問題 は、医学 ・医療 の発達 に よって現 れる ようになった新 たな事象 に

対 して、人々が社会の レベルにお いてその態度 を決定 しなければならない ところにある。そ し

て この ような状況 の中か ら現 れて きた概念の1つ が"社 会的合意"で ある。脳死が 人の死であ

るか否かは、社会 的合意 に基づ いて決定 され るべ きである とされ るのである。 しか しこの"社

会的合 意"と い う概念その ものが また問題なのである。 それ とい うの もこの"社 会 的合意"と

い う概念は、非常 に曖昧で不 明瞭 な もの と捉 えられているか らであ る。 まずその確認方法であ

る。例 えばこれ まで も脳死 ・臓 器移植 問題 に関するア ンケー トにおいて、脳死 を人の死 と見な

す ことに賛成か反対 かが しば しば問われて きたが、そ こで賛成が何%以 上 な らば社会的合意が

形成 されている とい えるのであ ろうか。50%を 越 えれ ば よいの か、70%を 越 えて も認め られ

ないのか。そこに明確 な判断を見つけ出すことは困難 である。

 む しろこの ようなアンケー トにおいて確 認で きることは、人 々の脳死 ・臓 器移植 問題 に関す

る知識の普及度である。例 えば脳死 を人の死 と見 なす ことには反対であるが、脳死 からの臓 器

移植 には賛成である といった矛盾 した意見 は、 この問題 に関す る知識が不足 していることか ら

生 じるものである。 しか しこの ような矛盾 した意見は、だんだんと減少 して きている。 この こ

とは脳死 ・臓器移植 に関す る正 しい知識が人 々の間に普及 してきたこ とを意味す るものであ る。

しか しこの問題 に関す る正 しい知識が い くら普及 して も、脳死 を人の死 と見なすのか否かに関

して は、その賛否 がほぼ半 々に分 かれ るこ とが実証的 に も確 認 されて い る(中 山1992:218-

219)。 即 ち知識の普及のみによって"社 会的合意"は 形成 されない ということである。

 この"社 会 的合意"と い う概念 は、海外 において もその議論の過程で言 及はされてい る。 し

か し日本 の ように特 に この問題 にお け る中心的 な課題 と して取 り上 げ られる こ とはなかった

4)
。それでは 日本 において この概念が如何 なる経緯 を経 て現 れ、そ してそれが脳 死 を人の死 と

見なすのか否か といった問題 において、そこでの判断基準 と見 なされ ることになったのであろ

うか。この点を明 らかにす ることが本稿の 目的であ る。

2.脳 死 ・臓器移植問題の背景

 脳死 とは、脳幹 を含 む全脳 の不可逆的機能 の喪失 を意味す る5)。 この ような現象 は、1902

年 ク ッシングによって発見 され ることになった。 しか しこの現象が脳 死問題 となるには人工呼

吸器 の発明 と普及 といった医学 ・医療の進歩 を待 たなければな らなか った。人工呼吸器に よっ

て、脳がその機能 を喪 失 して も、心臓 を人工的 に駆動 させ るこ とが初めて可能 となるか らであ

る。そ して この人工呼吸器 は'50～'60年 代、ア メリカが朝鮮戦争お よびベ トナム戦争におい

て発 明お よび普及 させるこ とになったのである。 この ように人工呼吸器の登場 に よって臨床的

現象 としての脳死が現れることになったのであ る。

 一方、臓 器移植 に関 しては1902年 、ウー ルマ ンが犬 による腎臓移植 の実験 を成功 させたの
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が初 めて であ った。そ の後1906年 にはジ ョブ レイがヤギ と豚 の腎臓 を人間に移植 し、1936

年 にはボロノイが人体間の腎臓移植 を行 った。そ して1967年 には遂 に人体問の心臓移植が行

われ たのである。 この ように臓器移植 の技術 は20世 紀 において急速 に進歩 を遂 げることにな

ったのである。

 脳死 と臓器移植 とは、本来その現れ ることになった過程 その ものが異 なる。 しか しこの両者

が重 な りあ うこ とに よって、初 めて社 会問題 と しての脳 死 ・臓器移植 問題 が生 ずる ことになっ

たのであ る。脳 死 は臓 器移植が行われ なければ、それ 自体広 く社会問題 として問われ る必要は

無 く、 また臓器移植 も脳死 とい う状態が無ければ脳死体 か らの臓器移植 は不可能 となる。 この

2つ が相互 に関わ りあ うことに よって、脳 死 ・臓 器移植 問題 とい う1つ の社 会的問題 を生み出

すことになったのである。

 従来、医学 ・医療 は無条件 で"良 い こと・正 しい こと"と 捉 え られて きた。 しか し体外受精や

臓 器移植 とい った生命その ものの根源 に触れる問題が現 れ始 めると、 これ らが治療技術か否か

が疑問視 され て くる ようになった(米本1988:4)。 それ と同時に医師のみ に よってこれ らの問

題を解決す ることがで きな くなって きたのである。医学問題の社会化である。

 ここにおいて は文化的側面が特 に注 目されて くる。例 えば脳死か らの臓器移植 に関 して も、

日本では死体 を傷つ けることが タブー とされて きた点や脳 だけに人間の存 在がすべ てある訳で

はないとす る身体観念がこの問題 を複雑に している(波平1988:51;61;158)。

 脳 死 ・臓器移植 問題 は純粋 に医学 的な問題 ではない ことは この ように明かであ るが、そ こに

は3つ の側面が相互に絡 み合 った問題 として存在 している。その3つ の側面 とは、(a)技術的

側面、(b)制度的側面、(c)文化的側面である6)。

(a)技術的側面

  脳 死 ・臓器移植 問題 にお ける技術 的側面 とは、主 に医学 的な問題 を意味す る。例 えば脳死

 判定 問題 、免疫抑制 問題 、摘 出臓器の保存 問題、 レシ ピエ ン トの適合性 問題 などがあ る。

 ここでは如 何に して客観 的 にそ して正確 に問題 を解決 するのかがその課題 となって いる。

 それ故 に ここで の特徴 は普遍性が高 い と言 え る。 これ らの問題 は 日本 において も海外 にお

 いて も共通性が高 く、その解決に関 して も普遍性が高い。

(b)制度的側面

  制度的側面 とは、法律 や保 険制度 といった社 会制度、 そ して医師会や弁護士 会の よ うな

 専 門職 集団のあ り方 、 また は倫理委 員会な どを巡 る問題 を示す。 ここでは技術 的側面 とは

 異 な り必ず しもその普 遍性 が高 い とは言 えない。脳死 ・臓 器移植 問題 においては、 日本 では

 医療 保険 に関 しては未 だ明確 な判 断がな されてい ないが、 アメリカでは主に脳 死段階で医

 療保 険の支払い は打 ち切 られ る。 この点 などはアメ リカで脳 死 を死 と認 め ざるを得 な くな

 る圧力 として働 くことにもなったのである(米本1988:57)。

(c)文化的側面

  文化 的側面 では、各社会毎 にそこでの問題の現れ方が異 なることになる。脳 死 ・臓器移植
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 の問題 にお いては、家族の 関係 や宗教 による身体観 そ してその社会 におけ る歴 史 との関係

 か らこの問題 が扱 われ るこ とにな る。 これ は富永 の言葉 を借 りる と日常生活 にお ける生活

 感情 と呼 べ る ものであ る(富 永1990:61)。 それ故 に ここで は普 遍性 とい うよ りも、各社 会

 (各国)毎の個別性が高い もの となる。

 この3つ の側面は、(a)技術的側面、(b)制 度的側 面、(c)文化的側面の順 にその普遍性が低 く

な り、個 別性 が高 くなるのである。 しか しこの3つ の側面 は各 々独立 にあ るので はな く、相

互に関連 し規定す るものである。即 ち技術の発展 はその社会 の制度や文化 によって影響 を受け、

文化は技術や社会制度 によってその影響 を受 け、そ して社会制度は技術の発達や文化か ら影響

を受 けるとい うように3つ の側面は相互作用の関係 にあるのである

 また この3つ の側面 の社会 的受容 には時 間的ラグが生 じる。技術 的側面 はその普遍性の高

さゆ えに他の2つ の側面に比べ その社会 的受容が容易 であ り早 い。 これに対 して文化 的側面

はその個別性 の高 さゆえに社 会的受容の速度が遅 く、各社会毎 にその受容 の仕方が異 なる。そ

してその両極の中間に位置するのが制度的側面である。

 脳死 ・臓器移植 問題 はこの3つ の側面の社 会的受容の相違か ら、そこでの問題 の現れ方やそ

の解決 も異 なる。技術 的側面の強い医学 の発達 によって臨床 的状態であ る脳死 とい う新 たな現

象が生 じることになったわけであ るが、この現象 その ものは社会や 国の相違に よって異 なるも

ので はない。 しか しその脳 死 を制度的に どう規定す るの か(法律上の問題等)に 関 して は医学上

の問題 の ように海外 と同一の規準 をその まま導 入す ることはで きない。 またそれ以上 に文化的

側面 と してそれを人々が どの ように受 け止めるのかに関 して は更に困難 を伴 うことになるので

ある。 この ように普遍的 な臨床生体 医学 と、それ を応用 した医療 とい う個別性の高い文化 との

拮抗か ら生 じることになったのが 日本の脳死 ・臓器移植 問題なのである(波平1988:15)7)。

 しか し日本 の場合 、この問題 にお いて移植技術 と法 的問題 、即 ち技術 的側面 と制度的側面に

のみに議 論が集中 し、それ に終始 して しまった観 がある(米 本1988:170)。 そこでは文化 的側

面 の議論 が他 の2つ に比べて疎か にされて きたとい えよう。 この ような状況 において"脳 死

は人の死 か否 か"と いった まさに文化 的側面 にお ける問題 が脳死 ・臓 器移植問題 におけ る最終

的で また最 も困難 な問題 として残 される ことになったのである。 この ような状 況か ら現 れて き

たのが人々の受容 を示す"社 会的合意"と い う概念であ る。そ こで次 にこの"社 会的合意"と

い う概念が如何 に して現 れる ことに なったのか を、 日本におけ る脳死 ・臓器移植問題の歴史的

経緯 から見てい くことにする。

3.日 本での脳死 ・臓器移植問題 と社会的合意

 脳 死か らの臓器移植に関す る議論 は1970年 代の停滞期 を境に、第1次 ブーム と第2次 ブ

ームとに大 きく分けることがで きる。第1次 ブームは1960年 代後半 に和 田心臓移植 を巡 り巻

き起 こった ものであ り、第2次 ブームは腎臓 移植 の必 要性 か ら再 び脳死 か らの臓器移植 の議

論が引 き起 こされた ものである。
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(1)第1次 ブーム

 まずその第1次 ブームは、1960年 にメダヴ ォアとバ ーネ ットが生体内の抗体 に関する理論

で ノーベ ル賞 を受賞 したことで、その幕 開けを迎 えることになった。 しか し本格 的にその ブー

ムが始 まったのは1967年12月 に南 アフリカにおいてバーナー ドが世界初の心臓移植 を行 い、

世界に衝撃 を与えることになってか らである。

 脳の死 をもって個体の死 と見なす こ とで心臓 を摘 出 して もよいので はないか とい う世界的 な

流れの中、 日本で も1968年8月 には世界で30番 目、 日本では初の心臓移植手術 が札幌医大

の和 田寿郎教授 の下で行われた。和 田心臓移植 は当初医学 の快挙 として賞賛 された。 しか し日

本 において も心臓移植が現実 の もの となると、新 たな「死 の定義」を も含 んだ死 をどの ように し

て判定す るのか といった死の判定 問題が具体的な問題 と して現 れるこ とになった。特 に当時2

つの説が この問題 をめ ぐって対立するこ とになった。 ここではそれ を医学決定 論 と法律決定論

と呼ぶことにす る。

 医学決定論 においては、人の死 は従 来か ら医師が決定 して きたのであ り、その基準 は医学 に

基 づ くものであ る とす る(加 藤1968:67,植 松1968:63)。 また当時は医学者 に よる国際会議 に

おいてだ された シ ドニー宣言(1968年)に おいて もこの点が再確認 されてい る。そ こで新 たに

現 れることになった脳機能 の停止 による死の基準 に関 して も、それが医学的 に認め られればそ

れは人の死であ ると主張す る。 む しろ必要 なこ とは一般の人々にこのことを啓 蒙するこ となの

であ る(植松1968:63)。 それ故に立法の必要は必ず しもないとするのである(加藤1968:73)。

 また一方の法律 決定論 においては、死の認定 に関 してはそれ を医師が行 うべ きであるが、そ

れ を合法化す るの は法律家であ ると主張する(八 木1968:10)。 ここでの死 の定義 とは、医 師の

行動 を規制す るための取 り決 めであ り、それはあ くまで慣習法的法概念 を意味す ることなので

ある。それ故 に死の定義 におけ る基準 は「国民感情」に よる ものでなければな らない とするので

ある。

 この ように死の判定 を巡 って2つ の説の 間におい て論争が な され たの であ るが 、その過程

に於 いて"脳 死"と い う言葉が普及す ることになった。それ とい うの も死の判定 に関する議論

は当時海外において も盛 んであ り、その 中で も脳死説が注 目されていたか らである8)。 そこで

これ以降心臓移植の問題 は、脳死説問題 と必然 的に結 びつ く形で議論 され るようになったので

ある。

 しか し死の判定 を巡って医学決定論 と法律決定論 とが論争 を行 ったに もかかわ らず、ここに

おいて死 の判定 に対 して今 日問題 とされている ような社会的合意に関す る議論が現れるこ とは

なか った。それ とい うの も医学決定論 においては、死 の判定 はあ くまで医師が行 うのであ り、

一般の人々が 関与す るものではないか らである。 また法律決定論において も、そ こで決めるの

は法律 家である。い わば法に よる決定 なのであ り、一般の人 々に よる社会的合意 などは考慮 さ

れてい ないのであ る。但 し法律決定論 において「国民感情」と呼ばれた ものは、後の社 会的合意
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の萌芽 として捉 えることがで きる。

 見解の相違 はある ものの、和 田心臓移植の後 しば らくは心臓移植 に対 しては好意的 な姿勢が

社会の 中で採 られて きた。 しか し移植 を受けた レシピエ ン トが83日 後 に死亡す るこ とによっ

てその風向 きは180度 変わることになった。特 に1968年12月 に大 阪の漢方医によって和田

教授が殺人罪で告 発 されることに よって、 この件は"和 田心臓移植事 件"と なった。その後医

学的 にも疑問が提示 される と伴 に9)、 移植 にまつわる手続 きに関 しても様々な疑惑が明るみに

されたのである10)。

 その後1970年 代初期 において 日本弁護士連合会(以 下 日弁連)が この問題 を取 り上 げたこ と

は意義深い。それ というの も日弁連 はこの件 を、医学上の問題か ら ドナーとレシピエ ン トに対

す る人権問題へ と位置付 けることになったからである。特に心臓移植手術が始め られた当時は、

人権 とい う言葉 が世 界的 にも市 民権 を得つつあ った時期 とも重 なったのであ る(共同通信社社

会部1998:185)。 この点 もこの活動 を促進 させ る ことになった。 また医学方面 か らも心臓 移

植 に対する批判 として、心臓移植はいまだ実験段階の もので しかないとの発言が 目立ち始めた。

そこで この ような実験段階の医療 を人体 に施す ことは患者の人権 を無視 した行為である と結論

付けたのである。即ち心臓移植 は、人権の侵害であるとされたのである。

 この件 を きっか けに脳死 ・臓器移植 問題 は、完全 に和 田心臓移植事件 に置 き換 え られ ること

にな り、 日本 にお いて は心臓移植 は悪い こととして位置付け られる ことになった。 この ように

心臓移植 は人体実験 である との ラベ リングがな され、1970年 代 においては心臓移植 に関 して

は発言す ることさえもはばかれ るようになった。いわゆ る心臓 移植の タブー視 化である11)。

ここにおいて第1次 ブームは終焉を迎えることになった。

(2)第2次 ブーム

 1970年 代にいおいて脳死 ・臓器移植 に関す る議論 はほとん どな される ことはなか った。唯

一 この件 に関す る出来事 といえば、 日本移植学会が「臓 器移植法案」をまとめ る際、 日本脳波学

会に依頼 していた脳死 の判定基準が発表 された ことぐらいである。 しか も1974年11月 に発

表 された この「脳 の急性1次 粗大病変 にお ける 『脳死』の判定基準」も結局 は1学 会 における

判定基準 として しか受け取 られず、広 く日本の医学界において普及す るこ とはなかった。

 確か に1970年 代 は脳死 か らの臓器移植 に関する議論 について はその進展 を見るこ とはで き

なかったが、 こと臓器 の移植、それ も腎臓移植 に関 してはその件数 を着実に伸 ば してい った。

脳死か らの臓器 移植 が人体実験 である とい われ たのに反 して、腎臓 移植 はむ しろ実験的 な段 階

を終え、治療手段 として確立 していったのである(稲生1973:1227)。

 1980年 代 に入る と再 び脳死か らの臓器移植 に関する議論が活発 になった。その原因には腎

臓病患者の増加 があった。腎臓病患者が増加す ることで人工透析の需要 が高 まることになった
12)

。そ こで人工 透析 による健康保 険の請求 は年 々増加 し、保険財政 を圧迫 しだ したの である

(日本 医師会1976:597)。 また人工透析 は患者へ の社会 生活において大 きな負担 になるだ けで
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はな く、長年透析 を続 けるこ とで本人の健康 に も支障 をきたす ことが問題視 され るようになっ

たのである。

 また腎臓移植 は前 述のごと く1970年 代 にはほぼ確立 され、成功率 も向上 した。 しか し日本

にお ける腎臓移植の多 くは近親者 間に於ける生体 間移植であった。腎臓 は2つ のうち1つ を

失って も生命に は問題 がない。 しか し健康 な者 の体 に傷 をつけ ることが医療 として疑問視 され

るようになった。そこで再 び浮上 したのが脳死か らの臓器移植 だったのである。

 この ような経 緯に よって脳死 か らの臓器移植の問題が再 び表面化 しだす と、1982年 には 日

本移植学会 のシ ンポジウムにお いて 日本 で も既 に2例 、脳死 か らの臓器摘 出があった ことが

報告 された。医療 の現場 ではもう既 に脳死 か らの臓器移植が行 われたいる とい うことで この件

は社会 に衝撃 を与えるこ ととな り、脳死議論 を促進 させ ることになったのであ る。 また このこ

ろ 日本人が海外 か ら臓器 を輸入 しているこ とが 明るみ になった こともこの議論 に拍車 をかける

ことになった。 ここに脳死 ・臓器移植に関する議論の第2次 ブームが始 まったのである。

 厚生省 は早 くもこの問題 を「生命 と倫理 に関す る懇 談会」において取 り上 げた。そ こで は脳

死 ・臓 器移植の問題 において は国民全体の コンセ ンサ スを得 るこ とは困難 であるこ とが指摘 さ

れ る と伴 に、死 の判 定 基 準 に関 して は新 た な もの の必 要 性 が 指摘 され た(厚 生 省 医務 局

1983:59-60;67-69)。 それ に よれば 日本脳波学 会の基準 はその後 の医学 の進歩 か ら して時代 遅

れの もの となってい ること、そ して なによ りもそれは1学 会が発表 した ものにす ぎず社会的に

権威 を持 った承認が必要であるこ とが指摘 された。国民 の間の合意 を得るには まず医学界全体

のコンセ ンサスが必要不可欠だか らである。そこで厚生省は「脳死 に関す る研究班」を発足 させ、

新たな判定基準 の作成に着手す ることになったのである。

 1980年 代 にお け る脳 死 ・臓 器移植 問題 で はこの ように国民 の 間の合意 、即 ち"社 会 的合

意"と い うキーワー ドが重視 される ようになって きた。この概念が現れ ることになった背景 と

して は、生物現象 と しての死 と個体の死 とが 区別 され たこ とをあげるこ とがで きる13)。 生物

現象 と しての死 とは、医学的な死 、即 ち脳の機能死 を意味 し、個体の死 とはそれ とは異 な り、

社会的 な意味での人間の死 を意味す る。第1次 ブーム において は、脳 死 は人の死であ るか と

いう問題の提起の仕方がなされてお り、脳死 をその まま個体 の死 とみ なしていたのである。

 生物現象 としての死 は、医学 的に、客観的 に正確 に判定す るこ とが可能 とされる。 ここでは

脳死判定の正確 さが 問題 になるのである。それ に対 して個体 の死 は社会 において人々が受容す

る死である。脳死説 問題 においては、人々が生物現象 と しての死 であ る脳 死 を人の死 であると

して受け入れるか否 かが問題 とされるのであ る。それ故にそこには社会的合意が必要 とされ る

のである。

 死 には図1の ように複数の レベルが存在す る。左側 はそれをConceptとWayと い う2つ に

分けた ものであ り、右側はそれを更に4つ に分けた ものである。

 ここでは上方 ほ ど哲 学的 な概念 におけ る死 とな り、逆 に下方 ほ ど医学的 な概念 の死 を意味

す る14)。 医学的 な概念の死 に関 して は、医学界 にお けるコ ンセ ンサ スが得 られれ ばそれ は成
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立する。即ちそれが生物現象としての死であるGし かしそれを人の死 として受容するか否かは、

哲学的概念における死の問題を含むことになるのである。

図1 脳死概念のレベル

(唄1983:18)

 1980年 代前半においては医学 的死 の概念 に関 して さえも日本の医学界 での コンセ ンサ スは

得 られてい なかった。 それ故 に厚 生省 はまず これ を得 ようとして先の「脳死 に関する研究班」を

発足 させ たのである。

 この ように脳死か らの臓器移植 を行 うには、社会的合意が必要であることが確認 され と伴に、

未だその合意が形成 されていないことが最大 の問題点 として指摘 されるこ とになったのである

(石原1984:78;84,大 谷1984:71,金 川1984:27,内 藤1984:89)。 しか しこの時点での脳死議論

においては、そ れが臓器 を摘 出す るために必要 である とす る議論 とい うよりは、 む しろ尊厳死

との関係 か ら回復不可能 な患者 にお ける生命維持装置 の取 り外 しの問題 として議論 された。そ

れ とい うの も脳死説問題 と臓器移植問題 とを分けて考 えるべ きである とい う意見が強か ったか

らで ある(石 原1984:78;80厚 生 省医務局1983:48・49)。 脳 死 と臓器 移植 とを結 びつ ける と不

純 な動機がある もの と思 われたか らである。 ここにも和 田心臓移植事件の後遺症 を見て取 るこ

とがで きるのである。

 しか し1984年9月 に筑波大 において脳死状態 の患者 か ら膵臓 と腎臓が同時 に摘 出され、他

の患者 に移植 された ことを きっかけに脳死 か らの臓器移植 として脳死問題が議論 されるこ とに

な り、再 び脳 死説問題 と臓器移植問題 とが結 び付 け られた。特 にこの件 は東大病院の医師 らに

よって告発 され、"筑 波大膵腎同時移植事件"と なったのである。

 筑波大膵腎同時移植事件 は、厚生省 が「脳死 に関す る研 究班」において脳死判定基準 を作成 し

ている最 中に行 われた。 この事件 は脳 死か らの臓器移植の問題が医療現場 において如何 に差 し

迫ったものであったのかを社会 に知 らせ ることにな り、脳死議論 を活発化 させ るこ とになった。

特 にこの件 を通 じて問題 となったの は、 ドナ ーの意思の問題であ った15)。 ここにおいて患者

自身にお ける自己決定権 の問題が クローズ ア ップされ ると伴 に、臓器の提供 に関 して は「社会

的 に受 け入 れ られる共通の基準 」(池田1999:84)の 必要性 が認識 されてい くことになったので

あ る。 また和 田心臓移植事件において問題 とされた人権 問題 も、 この点 と結 びつ くことになっ

た。
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 この ような社 会的背景 において、社会的合 意の必要性が更 に叫ばれるこ とになった。特 にこ

こでの社会的合意 とい う概念 において は、具体 的な条件が提示 され ることになった。そ こでは

まずなによ りも脳死判定 の確実性が条件 と して挙げ られた。 当時の段 階では前述 のごと く医師

の間で さえ脳 死判定基準 に対す る合意が形成 されていなかったか らである。 このこ とは一般 の

人々に脳死の判定 に関す る不安 を抱かせ 、社会的合意の形成を妨げることになるか らである。

 次 には医 に対す る信頼 がその条件 として挙げ られた。医 に対す る不信は和 田心臓移植事件及

びその後の医師会の姿勢に よって印象付け られた。 また和 田心臓移植事件において も医の密室

性 が指摘 され たが、脳 死か らの臓器移植 には情報の公開性 もその条件 と して挙 げ られることに

なった。 この医の信頼 と情 報の公開性 とい う2つ の条件は、相互に密接 に結 びつ くものであ

る。医の密室性 は医の不信 を招 くことになる1つ の要 因だか らであるis)。

 最後 には ドナーの意思 の尊重 とい う条件が挙 げ られた。移植 はい わば ドナーの犠牲の上 に成

り立つ医療であ る。そ こでは当然 のこ となが ら ドナーの意思が最大限 に尊重 されていなければ

ならない。医の信頼 と情報の公開性 とい う2つ の条件 は、ある意味で この ドナーの 自己決定

権 を保証す るための もので もあ る。

 社 会的合 意に関す る議論が沸 き起 こる中、1985年 に厚 生省「脳死 に関する研 究班」か ら「脳

死の判定指針及 び判定基準」、いわゆる竹内基準 が発表 された。 しか しその中では、「本指針で

は脳死 を持 って 人の死 とは決 して定 めて いない」と述べ られてお り、脳 死 を人の死 と見 なすか

否か とい う脳死議論 に関 しては言及 を避 けたのであ る。む しろこの基準は社 会的合意 を形成す

るための第1の 条件であ る医師の間での合意 を形成す る働 きを したのであ る。 この段 階 にお

いて脳 死議論 における技術的側面は クリアーされ ることとなった。脳死 とい う状 態が明確 に定

義 され、 医学 的 にはそ の状態 を持 って死で あ ると認 め られる こ とになったの であ る(曲 直部

1988:1167)。 そこでその後 の議論 は、 この脳死 とい う臨床 的状態 を人の死 とみなすか否か と

いう点に集中す るこ とになったのである。

 竹内基準 が発表 された ことで脳死説 に対す る反論 も活発 になった(中谷1988:52)。 もし脳死

を認め るとなる と、脳死状態 になった場合 、臓器 を提供す ることが強制 され るのではないか と

い う不安 がその根底 にあ った(厚生省健康 政策局1985:251)。 特 に 日本 の場合、医の密室性か

ら医師の側か らの患者やその家族に対する強制力が働 くのではないかとい う懸念が考え られた。

保 木はこれを「ヒューマニズ ムに籍 口 した専 門化集団のパ ターナ リステ ィクな一億総 ボランテ

ィア的倫理の押 し付 け」(保木1987:29)と 表現 した。

 脳死説 に反対す る意 見におい て常 に主張 され たこ との1つ が社会 的合意の未成立であ る。

このころか ら今 日に到る まで脳死説に反対す る者 は、この社 会的合意 の未成立 を掲げる ように

なったのであ る。 しか しこれに対 して脳死説 に賛成す る意見では、この社会的合意 とい う概念

その ものの不確 実性 、不 明瞭性 を批 判する ようになった。社会的合意 とは単な るムー ドであ り

内容 はない、た だ脳 死説に反対す る者が引 き伸 ば しの手段 と して利用 してい るにす ぎない と批

判す るようにな ったので ある(厚 生省 健康政 策局1985:44;225,町 野1988:60)。 しか しこの両
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者 の対立 におい て、社会的合意 という概念は、先の具体 的な条件 と してではな く、人々が脳 死

を受 け入 れるの か否か とい う意味へ と、その後 変遷 してい くことになった。このこ とは社会的

合 意 とい う概念が、制度的側面 か ら文化的側面 における ものへ と変わっていった と捉 えること

がで きる17>。

 脳死 説 を巡 り賛否両論が対立す る中、1988年 に 日本医師会の「生命倫理懇 談会」が 「脳死 お

よび臓器移植 についての最終報告」を発表 した18)。 この中で脳死説反対論者が主張す る社会的

合意の未成立に対 して は、その確認方法や内容 に関 して曖昧 であ り単な る心情 を表 してい るに

す ぎない と批判 する一方で、世論調査 の結果 を引 き合いに出 し、実際にはかな りの ところまで

社会的合意は成立 していると主張 した。 そ して社会的合 意 を成立 させ、確 認する最 も明確 な方

法 は、国会による立法であると主張 したのである。

 これ に対 して即座 に反応 したのが 日弁連であ った。 日弁連 は立法の必要性 を認 めなが らも、

日本 医師会が社 会的合 意の不明瞭性 を批判 した点 に対 して反論 を してい る。それ によれば法 に

おいては、慣習、社 会的通念、条理 などといった社会的合意に類似 した概念が用い られ、重要

な役割 を果た してい る。それゆえ社会的合意 にお ける確 認方法や内容の不明瞭性 によってそれ

を批 判するのは受け入れがたい とするのである。 ここにおいて脳 死 ・臓器移植問題 は、 日本医

師会対 日弁連 とい う専 門職集団間の対立 として人々の注 目を浴 びることになった。

 またここでの 日本医師会 と日弁連 との論争 は、法 に対す る姿勢 の相違 であ ると捉 える ことが

で きる。 その相違 とは法 を国家制定法やその法規 の解釈 によ りなる技術体系 と捉 えるもの と、

伝統 的法文化 や生 ける法 と捉 える もの との違いである(河上1987:22)。 日本医師会 は前者 の立

場 を、 日弁連 は後者の立場 をとってい るのであ る。得 に 日本医師会 が社会的合意 において啓蒙

の重要性 を説いている点 は、この姿勢か ら生 じたものであると捉 えるこ とがで きる。

 する と続い てこの社 会的合意 を確 認す る手段が議論の焦点 となっていった。 ここでは特 にそ

の 手 段 と して の立 法 の是 非 が 問 わ れ る こ とに な った(星 野1988:58,中 谷1988:53,野 田

1988:55)。 社 会的合意 の確 認手段 として立法の重要性 を主張す る説は以前か らも存 在 してい

た。 日本 の特殊性 と して法律 が ない と前 に進 まない とい うのがその理由であ る(厚生省健康政

策局1985:121;181)。 しか し1960年 代後 半 にお ける立法 の必要性 とは異 な り、 ここで はあ

くまで立法は社会的合意を確認す る手段 として捉 えているのである。

 そ こで社会 的合意の問題が立法 との関係で議論 される ようになると、国会 もにわか に動 き出

す ことになった。生命倫理研 究議員連盟が組織 され、活動 を始めたのである19)。

 しか し社会 的合意 と立法 との密接 な関係 は認め るものの、法律 と社会的合 意は別の レベ ルで

あるとの認識 も1990年 代ごろか ら現 れ始 めた。そ こで厚生省 と国会 は国民 の社会的合 意の形

成 を意図 して1989年 に「臨時脳死お よび臓器移植調査会」を設置 したのである。 しか しこの始

めの意 図 とは異 な り、その最終報告(1992年)に は脳死説 に賛成派(多 数派)と 反対派(少 数派)の

両論が併記 されるこ とになって しまったのである。社 会的合意に関 して も賛成派が「脳死 を も

って 『人の死』 とす ることについて は概 ね社会 的 に受容 され合 意 されている」としてい るの に
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対 し、反対派 は「現在 の 日本 において社会 的合 意が成立 した と言 えないばか りか、近い将来 に

おいて社会的合意が成立する とい うことす ら難 しい」と真 っ向か ら対立す るこ とになった。

 しか し脳死 臨調 においては脳死 を巡 り意見が対立 したが、移植 医療 を進め る必 要性 に関 して

は意見が一致 した。そ こで各大学や医療機関は臓器移植 の具体的準備 に入 ることになった20)。

またそれに促 される形で、生命倫理研究議員連盟が立法化へ具体 的な活動 を行 うことになった

のであ る21)。 この問題が国会(=立 法)と い うアリーナに、本格的 に移 されることになったので

あ る。

 立法化 はその後紆余 曲折の道 を歩 んだが、結局各党協議会 においてその法案が作成 された。

この際 において も脳死 問題及 びその社 会的合意 に関す る問題 は議論の中心 となった。 しか し最

終 的には国会の本会議において広 く議論する ことが社会 的合意 を形成するこ とにつ なが るとの

意見か ら、1994年4月 に法案が提 出 されたのであ る(山本1998:101)。 但 しその際、社会 党

は法案 の中で脳死 を人の死 としない とい う前提 で これに賛成 した。即 ち移植医療 を進め ること

に関 しては賛成 したが、そこでの脳死問題 に関 しては問題 を保留 したのであ る。

 その後様 々な社会、政治的混乱に よって この法案 はたな晒 し状態 とな り、かつ対案 も出 され、

幾度かの修正 を経て衆 ・参両院で可決 され た22)。 この法律 が成立するこ とに よって脳 死・臓 器

移植 問題 にお ける制度的側面の問題が一応 クリアー されたのである。 しか しここでの脳死の位

置付 けは、脳死 を認め る者 にはそれを人の死 と認め るとい うものであ った。それは脳死説 に対

す る社会的合意の問題 を避 ける形 をとったのである。脳死 ・臓器移植 問題 における最終的側面、

即ち文化的側面における合意は保留 された ままとなったのである。

4.ま とめ

 日本 におけ る脳死 ・臓 器移植 問題 の経 緯は、 これ まで述べて きたように様 々な事件や 出来事

を経 なが らも、3つ の側面の時間的ズ レとして現 れて きた もの と捉 えるこ とがで きるであろ う

(図2)23)。 初めは1960年 か らは じまった技術 的側面、即 ち医学的問題 としての脳 死判定 問題

がこの問題 における中心的 な課題 となった。 その後1970年 代の停滞期 を経、そ して第2次 ブ

ームに入 った1985年 の「脳死の判定指針及び判定基準」に よって、 この課題 は一応の決着 を見

ることになった。

 しか し1980年 代 になると生物現象 と しての医学的 な死 と社会的 な個体の死 とが区別 される

ようになった。 この時点か ら脳死 ・臓器移植 問題 の制 度的側面 が中心 的な課題 とな っていった

のであ る。 この制度的側面 は、第2次 ブーム と伴 に始 まったが、 ここでは脳 死か らの臓器移

植 を行 う為の制度的な取 り決めが課題 とされた。 これは1997年 「臓 器の移植に関す る法律」が

成立 した ことで、一応の決着を見ることになった。

 しか しここで もその過程において、社 会的合意 とい う概念が1990年 ごろを境 に法律の概念

とは分け られる ようになってい った。即 ちそれ までの社会 的合意 を立法に よって確認す るとの

考 え方か ら、立法はあ くまで制度的側面 として捉 え、社会 的合意 はむ しろ文化 的側面 として捉
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えるようにこの2つ を分けるようになったのである。

 この ように脳死 ・臓器移植問題における3つ の側面 は、初 めか ら3つ の領域 と して存在 して

いた とい うよ りは、そのプ ロセスにおいて脳死 に対す る概念が3つ の側面 として分離 してい

った結果 として現れ ることになった と捉 えるこ とがで きるであろ う。そ してその中で最後 に未

決着 として残 ったのが文化 的側面であ り、その象徴が"社 会的合意"と い う概 念であったので

ある。

図2 日本における脳死 ・臓器移植問題の経緯

第1次 ブーム 停滞期 第2次 ブーム

技術的側

制度的側

喝
(1997)

〉

文化的側面

ラ

(19瞳 __→

【註】

1)脳 死の場合は身体 と表現されているおり、死体とは区別されている点に注意。

2)脳 死判定を受ける意思と臓器を摘出してよいという2つ の意思表示。

3)三 徴候死に関しては、明治40年 に漆山恒治 という法医学者が 『東洋医事新報』で循環、呼吸及び反

 射の3機 能で死を判定することを述べ、このころから三徴候説が医学的に定着し始めたといえる(船尾

 1985:1800)0

4)加 藤 はこの社会的合意に関 して 日本特有の ものであることを指摘 している(厚生省健康政策局

 1985:226)0

5)こ れは日本を含むほとんどの国々における全脳死の定義であるが、イギリスにおいては脳幹死の定義

 を採用している。またこの全脳死の定義は、1968年 のハーバード基準がその基盤 となっている。

6)こ れは富永(1990)に よる近代化(社会変動)の理論の3つ の領域(技術・経済的領域、政治・民主化的領域、

 社会・文化的領域)を参考とした。技術的側面が技術・経済的領域に、制度的側面が政治・民主化的領域

 に、そして文化的側面が社会・文化的領域にそれぞれ対応する。

7)日 本に比べ西欧では、自然科学体系(医学)と世界観(死生観や身体観)、そしてユ ダヤ=キ リス ト教とが
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 共 生 的 関 係 に あ る こ とか ら、 脳 死 ・臓 器 移 植 問 題 も整 合 的 な 関 係 を保 つ こ とが で きる(米 本 ...:32-

 33)0

8)脳 死 説 は 、 ドイ ツの 法 医 学 者 シ ュ パ ン(Spann-Liebhardt)に よ って 提 唱 され た もの で あ り、 「脳 の臓 器

 死 」を もっ て固体 の死 とす る とと も に、脳 は の一 定 期 間 の 停 止 を もっ て脳 死 を判 定 し よ う とす る もの で

 あ る(金沢1969:4-5)。

9)札 幌 医 大 の 内科 医 であ る宮 原 は和 田 の行 っ た心臓 移植 が 医 学 的 に も問題 が あ る 点 を指 摘(宮 原1969)。

 ま た藤 本 は レシ ピエ ン トの剖 検 の 結 果 、 和 田 が 当 初 否 定 して い た 拒 絶 反 応 が 見 られ た 点 を指 摘(藤 本

 1969)0

10)和 田 心 臓 移 植 に お け る 様 々 な 問 題 点 に 関 して は 、 『人 権 事 件 報 告 ・要 望 例 集 』(日 本 弁 護 士 連 合 会

 1996)691ペ ー ジ以 降及 び 『凍 れ る心 臓 』(共 同通 信社 社 会部1998)に 詳 しい。

11)日 本 で は 人体 実 験 とい う と否 定 的 に捉 え られ るが 、 米 国 な どで は必 ず し もそ れ は あ て は ま らな い。

 む しろ医 学 にお い て は 人体 実 験 は不 可 欠 で あ り、 人体 実 験 で あ る か ら こ そ しっ か り した ル ー ル を作 る

 べ きで あ る とい う認 識 を もっ て い る。 この よ うな 差異 は 第2次 大 戦 で 日本 軍が 行 った 人 体 実験 に対 す

 る戦 後 の 処 理 の 方 法 の相 違 とい っ た歴 史的 要 因 にあ る点 を米 本 は 指 摘 して い る(米 本1988:91-92;105-

 107)

12)こ の現 象 は腎 臓 病 とな る患 者 そ の もの の 数が 増 え た こ とに も よる が 、健 康 保 険 制 度 の改 定 に よっ て

 よ り多 くの 人 が透 析 を受 ける こ とが で きる ように な った こ とが大 きな要 因 とい え よ う。

13)唄 は これ を脳 死 概 念の 二層 性 と呼 んで い る(唄1983:20)。

14)こ の 概 念 は 普 遍性 と個 別 性 とい う軸 に お い て 、 先 の 技 術 的 側 面 、 制 度 的 側 面 、 文 化 的 側 面 と も対 応

 す る。 即 ち文 化 的 側面 程Conceptに 近 く、 技術 的側 面 ほ どWayに 近 くな る。 そ して そ の 中 間が 制度 的

 側 面 であ る。

15)ド ナー は当 時 、 意 思 表 示 能 力 に問 題 が あ り、 明 確 な意 思 表 示 もな い ま ま脳 死 状 態 か らそ の臓 器 が 摘

 出 され た点 が問 題視 され た。

16)但 し情 報 の 公 開 性 は患 者 の プ ラ イバ シ ーの 問 題 と も関 わ る こ とか ら、 そ こ で の問 題 の複 雑 性 が 今 日

 新 た な問 題 と して 認識 され てい る。

17)し か しそ れ と伴 に社 会 的合 意 とい う概 念 は 、か えっ て曖 昧 な もの とな ってい っ た。

18)こ の懇 談会 は、1983年 の厚 生省 「生命 と倫 理 に関す る懇談 会 」に よる要 請 で設 け られ た。

19)特 に医 師 を 中心 と した 国会 議員 に よ って構 成 され 、 そ の後 立 法 過 程 にお い て 中心 的 役 割 を果 た した 。

 また中 山案 を提 出 した 中山 太郎 議員 も当 初 か ら この メ ンバ ー で あ った 。

20)移 植 関 係学 会 合 同 委 員 会 の組 織 化 、学 会 に よる移 植 施 設 認 定 や 各大 学 の倫 理 委員 会 の 設 置 な ど をあ

 げ る こ とがで きる。

21)医 師 会側 か ら も関 連す る議員 に対 して 、臓 器移 植 法 に 関す る推 進 の 要望 が な され た。

22)法 案 の作 成 か ら可 決 まで の経 緯 につい て は加藤(1999)を 参照 。

23)但 し こ こでの3つ の側 面 は 相互 に関 連 して い る こ とか ら、1つ の側 面 が ク リア ー され た と して も、

 そ の側 面 に お け る問 題 が完 全 に解 決 され た とい う こ と で は な い。 む しろ そ の後 、 その 側 面 にお け る問

ios
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題の質が変化すると言うことである。そこで図2に おいても各側面が脳死・臓器移植問題において中

心的課題となっている場合は実線、そうでない場合は点線によって示 している。
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